
乗合保険会社 個人分野新規契約 法人分野新規契約
損害保険 自動車 火災 その他 自動車 火災 その他

　東京海上日動火災保険株式会社 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　損害保険ジャパン株式会社 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　三井住友海上火災保険株式会社 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （注１） （注１） （注１） ○ ○ ○
　ＡＩＧ損害保険株式会社 （注２） （注２） （注２） （注２） （注２） （注２）

　セコム損害保険株式会社 （注２） （注２） （注２） （注２） （注２） （注２）

　明治安田損害保険株式会社 商品ナシ 商品ナシ 商品ナシ （注２） （注２） （注２）

　Chubb損害保険株式会社 （注２） （注２） （注２） （注２） （注２） （注２）

生命保険（※） がん 医療 その他 がん 医療 その他
　アフラック生命保険株式会社 ○ ○ ○ （注３） （注３） （注３）

　ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 ○ ○ ○ （注３） （注３） （注３）

　三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ○ ○ ○ （注３） （注３） （注３）

　東京海上日動あんしん生命保険株式会社 （注３） （注３） （注３） （注３） （注３） （注３）

　ジブラルタ生命保険株式会社 （注３） （注３） （注３） （注３） （注３） （注３）

　オリックス生命保険株式会社 （注４） （注４） （注４） （注４） （注４） （注４）

　アクサ生命保険株式会社 （注５） （注５） （注５） （注５） （注５） （注５）
（注１）'27年春に三井住友海上へ統合予定であり、同社商品は給与控除が出来ないことから扱いを控えております。ご要望あれば商品をご案内させていただきます。

（注２）一部のお客様からのご指定で特定の契約を扱っております。個人分野での新規契約実績はございません。ご要望あれば商品をご案内させていただきます。

（注３）主に既契約の保全を扱っており、新規契約の実績はほとんどございません。ご要望あれば商品をご案内させていただきます。

（注４）主に既契約の保全と団体制度商品の補完用に扱っております。ご要望あれば商品をご案内させていただきます。

（注５）同社との間の代理店委託契約は既契約の保全のみが対象となっております。新規のご案内は行っておりません。

（※）当社は、特定保険契約にあたる保険商品（外貨建保険、変額保険、変額年金保険等）は取り扱っておりません。

保険募集における締結権限、告知について

■損害保険会社 【締結の代理】 ■生命保険会社 【媒介】

 当社は、お客様の個人情報について、お客様に同意をいただいた上で、損害保険または生命保険及びこれらに付随・関連
 する業務の範囲内においてのみ利用いたします。

 ■ 募集代理店 : JFEライフ株式会社　保険本部　業務部
 ■ 所 　在　 地 : 〒111-0051　東京都台東区蔵前2-17-4　JFE蔵前ビル7階
 ■ 電　　　　 話 : 03-3864-5147

2026/6/01 改

JFEライフ株式会社　取扱い保険会社一覧表
  当社はJFEグループで⾧年培ってきた保険サービスの提供を通じ、お客様企業の発展と、お勤めの従業員・OB並びにご家族の
  皆様のあんしんな暮らしをサポートいたします。グループ会社やお取引先などの法人のお客様、お勤めの方・OBの方、またその
  ご家族などの個人のお客様、双方の幅広いニーズにお応えするため複数の保険会社の様々な保険商品を取扱っております。

                                                        取扱い保険会社について
 ●お客様のご意向に基づき、以下の取扱い保険会社の商品を法令ほか諸規則に従い適切に比較の上、お客様にとって最善と
    なるような商品をご案内いたします。
 ●お客様の当初のご意向にご希望の保険会社がある場合は、そちらを優先してご案内いたします。
 ●損害保険の更新手続きは前年度契約の保険会社をご案内いたしますが、ご希望により他の保険会社のご案内も可能です。
 ●JFEホールディングスがグループ社員の福利厚生に用意する団体制度商品は、下表に含まれておりません。

●当社の損害保険募集人は、保険会社の委託を受け、損害保険契約の
  締結の代理権を有しております。
●当社は損害保険代理店として告知受領権を有しております。
●お客様に告知いただく保険申込書（告知書）の記載内容が事実と異なる
  場合は、ご契約が解除や無効になったり保険金をお支払いできないことが
  ありますので、正しく告知いただけますようお願いいたします。

●当社の生命保険募集人は、保険会社の委託を受け、お客様と申込先の
  保険会社の生命保険契約の媒介を行います。生命保険契約締結の
  代理権はございません。
●当社に生命保険代理店としての告知受領権はございません。告知受領権
  は生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だけが有しております。
●生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことになりません。
　告知書面へのご記入をお願いいたします。

【お問合せ先】

【個人情報利用目的】


